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【ポイント】 

・ 都市再生特別措置法、都市計画法に基づく協定制度は、この 10年で 11個創設されている。 

・ 地域活動を支援する都市利便増進協定や官民で整備する歩行者デッキの管理のための都市再生歩

行者経路協定が活用され始めている。 

・ 現行制度では、都市再生整備計画に基づく協定制度が相対的に使いやすい。 

1．はじめに 

この 10年ほどの間に、都市計画法に関連する協定（以下「都市計画法関係協定」という）が、11制度、

創設されている。 

従来は、協定制度といえば、建築協定や緑地協定（以前は緑化協定と呼んでいた）が代表的なものであ

ったが、近年の制度創設の動きは、特記すべきものがある。 

その一方で、都市計画制度を運用する地方公共団体職員や、運用を支援する専門家の間でも、これらの

都市計画法関係協定理解が十分に追いついていない状況にある。 

このため、本論考では、都市計画法関係協定制度の全体像を通観し、関係者の理解の一助とするもので

ある。 

 

2．都市計画法関係協定制度の概要 

（1）都市計画法関係協定制度の全体像 

都市計画制度に関係する協定制度を都市計画法及び都市再生特別措置法に規定されたものとする1と、

図表１のとおりである。 

都市計画法関係協定は、大きく分けて、「都市施設の都市計画決定に関係するもの」、「立地適正化計画

に関係するもの」、「都市再生緊急整備地域」又は「都市再生整備計画区域において定められるもの」に分

類される。 

なお、地域の地権者相互が協定を結ぶタイプを「タテ型」と整理し、市町村などの行政主体又は都市再

生法人などの公的主体と、民間の主体が協定を結ぶ場合を、「ヨコ型」を整理している2。 

 承継効とは、売買などによって土地の権利者に変動があった場合に、協定締結者本人ではなく、土地

の権利を引き継いだ者に協定の効力を引き継がせる効果を有することを言う。これは契約の効力は当事

者間のみに及ぶという民事法原則の例外である。 

 

（2）都市計画法関係の協定制度の要件整理 

都市計画法関係の協定制度の要件を整理すると図表２のとおりである。 

 要件の丁寧さについては、承継効がある場合（表の青字の部分）には、市町村の認可のまえに意見書処

理など丁寧な手続を設ける一方で、承継効がない場合には、認可後のみの簡素な手続となっている。 

 また、都市利便増進協定では、地権者の全員同意ではなく相当数の同意に要件緩和をしている点（表の

オレンジ色の部分）が特徴である。 
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 なお、国の財政及び税制上の支援措置は、強制力（収用又は権利変換）のある事業に集中しており、土

地利用計画で措置されていない。土地利用計画よりも実現自体が関係者の自主性の任されている協定制

度には、当然のごとく支援措置は存在しない。 

 

（図表 1）都市計画法関係の協定制度 

 
 

(3) 都市計画法関係の協定制度の制定経緯等 

 都市計画法関係協定のうち、最初に制定された、都市再生歩行者経路協定及び都市再生整備歩行者経路

協定の制定背景としては、歩行者デッキなど市町村と民間事業者が共同で設置する公共空間について、民

間事業者が経営破綻などで入れ替わった場合に、通常の民事法に基づく契約では新しい地権者に対して

協定の効力を及ぼすことができないことがあった3。これでは歩行者デッキなどの公共空間としての機能

を確保できないことから、その次の地権者に対して効力を及ぼすための制度創設を図ったものである。 
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 具体的には、からは、従来の建築協定等が建物を対象にしていたのに対して、都市再生歩行者経路協定

は公民が所有する公共空間を対象とし、さらに、承継効を確保した点に特徴があった。 

 

（図表 2）都市計画法関係の協定制度の要件 

 

 

 これに対して、平成 23年に創設された都市利便増進協定は、対象施設として、公共空間のほか、駐車

場、広場、噴水、食事施設、案内板、アーケード、耐震性水槽、街灯、太陽光設備、並木など広いものが

可能とする一方で、承継効を断念することよって、地権者の全員同意も不要としている。 

 この承継効という具体的な法的効果を断念して、むしろ多様な半公共的な空間に法律上のお墨付きを

与えて、地域住民主体の柔軟な活動を支援するという「理念の追求に重きをおいた制度化」4を図ったと

いえる。 

 そののち、東日本大震災直後に制定された、図表１の退避経路協定から非常用電気等供給施設協定は、

承継効の必要なタイプに先祖返りしている。 

 平成 26 年の跡地等管理協定、平成 28 年の低未利用土地利用促進協定においては、市街地の郊外部な

どで空き家、空地などの問題が深刻化していることに対応し、跡地や低未利用地という問題の発生してい

る土地に着目して、その管理や改善措置までを対象にした点に特徴がある。なお、承継効までは求めず手

続の簡素化を図っている。 



一般財団法人 土地総合研究所  4 

 最直近の平成 30年改正で創設された立地誘導促進施設協定は、都市利便増進協定とほぼ同じ対象施設

のうち、立地適正化計画に規定されたものに限って、承継効を持つ制度創設をしている。 

 この点は、これまでの承継効などの要件を外しつつ、現実の問題に対処して制度設計を図ってきた流れ

と、どのようにして整合的に理解するかはやや難しい。 

 なお、都市施設等整備協定は、都市施設を都市計画決定する段階での施設整備を行う民間事業者との協

定であり、制約は都市計画決定権者など行政側に課していることから、これまでの制度創設の目的とは異

なる制度創設と理解すべきだろう。 

 

3．都市計画法関係の協定制度の運用実態 

現在、国土交通省都市局との共同調査で、都市計画法関係の協定制度の運用実態を調査している5。 

その調査の速報として、協定制度の実績を紹介する。 

都市機能利便協定の実績は、図表３のとおり。都市再生歩行者経路協定の実績は、図表４のとおり。そ

の他の都市計画法関係協定制度の実績はまだない。 

なお、詳細な運用実態や地方公共団体の協定に関する意向調査については、来年度に発刊する『管理型

都市計画法の仕組みと理論』（仮題、以下「仕組みと理論」という）で紹介する予定である。 

 

（図表 3）都市利便増進協定の実績 

 

（図表 4）都市再生歩行者経路協定の実績 

 

 

4．都市計画法関係の協定制度の運用に関する留意点 

都市計画関係の協定制度の法理論上の分析及び法制度の改善方向については、既述の「仕組みと理論」
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において、多数の執筆者から論述される予定である。 

本稿では、現状の制度を前提にして、運用上の留意点を列記する。 

 

（1）都市再生整備計画に基づく協定制度の活用 

都市計画法に関連する協定制度は、やや趣旨が異なる都市施設等整備協定を除くと、対象地域又は計画

が、立地適正化計画、都市再生緊急整備地域、都市再生整備計画の三つに分けられる。 

このうち、都市再生整備計画が、策定にあたってもっとも手続が簡素であること、また、旧まちづくり

交付金のために多くの市町村で既に計画が策定済みであることを踏まえると、歩行者ネットワークの確

保、半公共的な空間の管理や低未利用地の管理といった、具体的な都市課題に対応するためには、都市再

生整備計画制度を活用することが、最も現実的である。 

 

（2）承継効のある制度の活用 

近年、容積率等特例制度を活用の際には、社会貢献の内容が高度化し、民間事業者にその社会貢献を継

続的に行うことを条件にする場合が多い。一方で、民間事業者側は、経営破綻などで実質的に消滅し、ま

たは、民間事業者側の経営判断から建物等所有者が移転するなど、民事法だけに基づく協定の効力だけで

は、民間事業者を追い切れない場合が想定される。 

このような場合には、例えば、都市再生整備歩行者経路協定などを活用して、承継効のある協定を締結

し、転々して移転した先の地権者に対しても、公共空間の確保などを、法律の根拠を置いて協定遵守を求

めることが必要と考える。 

 

（3）エリアマネジメントのための活用 

地区全体の管理活動を盛り上げ、また、私有地の公共的な管理（半公共的な空間管理）を誘導するとい

う観点からは、承継効＝全員同意が必要となる制度ではなく、それほど強力な法的効果はないものの、都

市機能利便増進協定といった、エリアマネジメントの機運を柔軟に高めることが可能な仕組みを積極的

に活用することが、現場ニーズにあっており、適切と考える。 

 

（佐々木晶二） 

1 都市計画法に関係する協定制度としては、近年創設されたものとしては、平成 16 年に制定された景観法第 81 条以下に

基づく景観協定制度を含むと解することも可能である。今回はより都市計画法と一体的な制度設計となっている協定制度

を分析する観点から、平成 21 年以降に制定された、都市計画法及び都市再生特別措置法に基づく協定制度を対象にして

いる。 
2 タテ型、ヨコ型の区別も、都市再生法人等の扱いについては分類が難しい。この意味では暫定的な整理である。 
3 平成 21 年都市再生特別措置法改正の説明資料には、民間事業者が経営破綻したため、一旦整備した歩行者デッキが途

中で中断している写真が掲載されている。以下のＵＲＬ参照。https://www.mlit.go.jp/common/000031781.pdf 
なお、この地区は、新しい地権者がこのデッキに整合するように敷地内建築物を整備したことによって問題は消滅した

が、これは単に新しい地権者の善意によったものであって、仮に歩行者デッキに接続しない建築物の建築を新しい地権者

が行った場合には、法律上抑止する手法はこの時点では存在しなかった。 
4 原田保夫「第 3 章 都市再生特別措置法に見る「管理」について」（一般財団法人土地総合研究所『平成 28 年度縮退の

時代における都市計画制度に関する研究会報告書』91 頁参照 
5 本年 8 月中に地方整備局等を通じて都市計画区域が存在する市区町村に配布及び回収している。該当する全市区町村か

ら回答を得ている。 
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